


補助金関係書類の記載方法に関する注意事項について

１．印鑑について

補助金交付申請書、事業着手届、事業完了届、事業実績報告書、補助金支払請求書、

口座振替支払申請書ともに同一の印鑑としてください。

２．事業完了予定年月日について

事業完了予定年月日は、その日までに事業が完了できるよう十分余裕をみて決めてく

ださい。（３月末までに事業完了してください）

３．事業着手届について

事業着手された場合は、速やかに事業着手届を提出してください。

４．補助金の額について

補助金額は、工事金額によって変わります。

① 浄化槽本体費用及び設置に必要な工事費（流入、放流に係る管きょ及びますに係る

費用を除く。）

➁ 単独浄化槽から合併浄化槽への転換に係る工事費

・単独浄化槽の撤去費 上限１２０，０００円

浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合であって、同一敷地内に浄化槽が設置される

場合に限る。

・くみ取り槽撤去費 上限９０，０００円

・宅内配管工事費 上限３００，０００円

浄化槽の①の設置工事に付帯して行う宅内配管工事費（浄化槽への流入管（便所、

台所、洗面所、風呂等からの排水）、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝まで

の放流管の設置に係る工事費。）

５．交付決定の番号について

事業着手届、事業完了届、事業実績報告書に記載する交付決定の日付と番号は、交付

決定通知書の右上の日付と番号を記載してください。

人槽
補助金上限額

汲取式便所、単独処理浄化槽からの転換

５人槽 ５８７，０００円

６～７人槽 ７１３，０００円

８～50 人槽 １，００１，０００円



６．工程写真について

最低限、次に掲げる写真を提出してください。

①着工前の写真

②浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真

③基礎工事の状況を示す写真（基礎砕石、基礎コンクリート）

④据付工事の状況を示す写真（水平、埋戻し前の水張り、埋戻しの水締め・突固め）

⑤かさ上げ状況を示す写真（バルブ等上端からマンホール蓋までの距離）

⑥完了後の写真

⑦単独浄化槽（汲取式便所）撤去の状況を示す写真

⑧宅内配管工事の状況を示す写真

詳しくは「国庫補助対象合併処理浄化槽の施工に関する審査について（解説）」を参照

してください

































補 助 金 受 入 額 調 書

補 助 金 等 の 名 称 倉吉市浄化槽設置事業補助金

交付決定（確定）額 円

受入済額（受領日）

円（令和 年 月 日）

円（令和 年 月 日）

円（令和 年 月 日）

今 回 支 払 請 求 額 円

差引支払未請求額 円




